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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年１０月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年１月７日 １７時１０分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第３区大黒ふ頭南東沖 

 横浜大黒防波堤東灯台から真方位１６５°１,２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２６.７′ 東経１３９°４２.７′） 

事故の概要  貨物船しょうゆうは、南進中、また、押船高神
こうじん

丸２号は、ガットバ

ージ高神
こうじん

２号と押船列を構成し、東進中、しょうゆうと高神２号が衝

突した。 

 しょうゆうは、乗組員２名が負傷し、球状船首部に凹損等を生じ、

また、高神２号は、左舷船尾部付近に亀裂を伴う凹損等を生じた。 

事故調査の経過  令和２年１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 しょうゆう、４９９トン 

   １４２６１３、三共運油有限会社（船舶所有者、Ａ₁社）、ＪＦ

Ｅ物流株式会社（船舶運航会社、Ａ₂社） 

   ７４.９９ｍ×１２.００ｍ×７.１５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２７年１２月 

Ｂ 押船 高神丸２号、１７３トン 

   １３６９４６、有限会社松田海運（Ｂ社） 

   ２５.０１ｍ×９.００ｍ×３.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、合計１,４７１kＷ、平成１２年６月 

Ｃ ガットバージ 高神２号、８９９トン 

   なし、有限会社松田海運 

   ６２.４０ｍ×１７.００ｍ×５.７０ｍ、鋼 

   なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６２歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５９年１２月２１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年４月９日 

    免状有効期間満了日 令和２年５月１１日   
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Ｂ 船長Ｂ ５０歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成９年８月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年７月１９日 

    免状有効期間満了日 令和４年８月３日 

Ｃ なし 

 死傷者等 軽傷 ２人（機関長Ａ及び機関士Ａ） 

 損傷 Ａ 球状船首部及び船首部外板に凹損 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船尾部外板付近に亀裂を伴う凹損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

日没時刻：１６時４４分ごろ、常用薄明終了時刻：１７時１２分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、スクラップ約１,３３４ｔを

積載し、令和２年１月７日１６時４０分ごろ愛知県田原市田原港に向

かう予定であったが、天候の悪化が予想されたので、京浜港横浜区根

岸沖において避泊する目的で、京浜港川崎区第１区を出港した。 

船長Ａは、単独で船橋当直につき、法定灯火を表示し、電子海図表

示装置並びに０.７５及び１海里（Ｍ）レンジに設定した２基のレー

ダーをコースアップ表示として作動させ、手動操舵で舵輪の前に立

ち、Ａ船を約１５０°の針路（真方位、以下同じ。）及び約１０.５ノ

ット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で鶴見航路内を航行させ

ていた。 

船長Ａは、横浜大黒防波堤東灯台を通過後、鶴見航路の先に大型船

が錨泊しているのを認め、１７時０７分ごろ右舷船首方に船首を北方

に向けている２隻の錨泊船（以下「本件錨泊船」という。）及び本件

錨泊船の南方に１隻の別の錨泊船（以下「別の錨泊船」という。）を

認めた。 

船長Ａは、本件錨泊船の間を通過すれば、鶴見航路の沖に錨泊して

いる大型船に接近せずに根岸沖の錨地に行けると思い、鶴見航路の鶴

見第１号灯標の手前から右転して１７８°の針路とした。 

船長Ａは、１７時０８分ごろ出港前に根岸沖までのコースを決めて

いなかったので、１７８°の針路で自動操舵に切り替え、船橋左舷側

操舵スタンドの左舷後方にある海図台に船尾方を向いて避泊場所付近

の浅所の海図確認を行った。 

船長Ａは、１７時０９分ごろ避泊場所付近の浅所の海図確認を終

え、船首方を見たところ、右舷船首方約４０°、約５００ｍに東方に

向けて航行しているＢ船の赤灯を認めて危険を感じ、手動操舵に切り

換えて右舵一杯を取るとともに主機を全速力後進としたものの、１７

時１０分ごろＡ船の船首部とＣ船の左舷船尾部とが衝突した。 
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船長Ａは、ＶＨＦ無線電話で海上保安庁に本事故の発生を通報し、

携帯電話で船舶所有者へ連絡するとともに、船体の損傷状況等を乗組

員に確認させた際、運転監視に当たっていた機関長Ａ及び機関士Ａが

衝突の衝撃で転倒して負傷しているのを認め、Ａ船は、自力航行が可

能であったので、海上保安庁の指示により京浜港横浜区Ｙ１錨地（以

下「Ｙ１錨地」という。）に投錨した。 

機関長Ａ及び機関士Ａは、通報によって来援した海上保安庁の巡視

艇により救助され、横浜海上保安部船艇基地の桟橋に移送された後、

救急車で横浜市内の病院に搬送され、機関長Ａが後
こう

頚部
け い ぶ

打撲傷、機関

士Ａが頭部挫創
ざ そ う

及び頚椎
けいつい

捻挫とそれぞれ診断された。 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、Ｂ船の船首部をＣ船の船尾凹

部に嵌合
かんごう

して押船列（以下「Ｂ船押船列」という。）を構成し、建設

残土約２,２００ｔを積載し、１６時３０分ごろ千葉県袖ケ浦
そ で がう ら

港に向

けて京浜港横浜区鈴
すず

繁
しげ

ふ頭を出港した。 

船長Ｂ及び機関員（以下「機関員Ｂ」という。）は、船橋当直につ

き、法定灯火を表示し、ＧＰＳプロッターを作動させ、船長Ｂが手動

操舵で舵輪の後方に立って、Ｂ船押船列を横浜航路に沿って約８.０

kn の速力で同航路内を航行させていた。 

Ｂ船押船列は、１７時０５分ごろ、横浜大黒防波堤西灯台を通過

し、横浜航路の途中から左転して、本件錨泊船と別の錨泊船の間に向

け、Ｙ１錨地を東進した。 

船長Ｂは、１７時０６分ごろ左舷正横付近に鶴見航路を南進してく

るＡ船を認め、Ａ船が船腹を見せており、このまま鶴見航路に沿って

出入口まで航行すると思い、Ｂ船押船列の針路及び速力を保持して東

進を続けた。 

船長Ｂは、１７時０７分ごろＡ船のマスト灯の見え具合から、鶴見

航路西側の航路線を横切っているように感じて様子を見ていたとこ

ろ、１７時０８分ごろ見張りをしていた機関員ＢからＡ船がこちらに

向かってくる旨の報告を受け、衝突の危険を感じて主機を中立運転と

し、警告信号として汽笛を吹鳴した。 

Ｂ船押船列は、１７時０９分ごろ、船長Ｂが、針路を変更すること

で、Ａ船を避けられると思い、主機のクラッチを前進に入れ、右舵一

杯を取ったものの、右舷船首方約４０°付近に別の錨泊船を認め、こ

のまま右転すると別の錨泊船に衝突すると感じ、再度、舵を中央に戻

すとともに、主機を中立運転とした。  

船長Ｂは、Ａ船に対し警告信号として汽笛を吹鳴し続けたが、１７

時１０分ごろＣ船の左舷船尾部とＡ船の船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報するととも

に、Ｃ船船体の損傷状況等を乗組員に確認させたところ、Ｃ船の左舷

船尾部付近の亀裂箇所から浸水を認めた。 
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船長Ｂは、Ｃ船の沈没を回避する目的で、積載していた建設残土を

海中投棄する旨を海上保安庁に通報するとともに、海上保安庁の指示

によりＹ１錨地に投錨した後、建設残土を海中投棄して喫水を浅くし

たところ、Ｃ船の亀裂箇所から浸水が止まったのを認めた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷状況、写真３ Ｂ船押船

列（Ｂ船及びＣ船）、写真４ Ｃ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、出港前まで避泊錨地を横須賀第４区にするか京浜港横浜

区根岸沖にするかを決めていなかった。 

特定港における航路による義務は次のように定められている。 

港則法第１２条 

汽艇等*1以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するに

は、国土交通省令で定める航路によらなければならない。ただし、海

難を避けようとする場合その他やむを得ない事由がある場合は、この

限りでない。 

船長Ａは、横浜ポートラジオに出港通報を行った際、出入港の対象

船はないと聞いていたので、横浜港からの出港船はないと思い込み、

鶴見航路の途中から右転して本件錨泊船の間に向けた際、東進するＢ

船に気付かなかったと本事故後に思った。 

船長Ａは、本事故当時、レーダーレンジを航路内で５～６Ｍレンジ

とするとレーダー偽像が現れるので、２基のレーダーを０.７５及び

１Ｍの近距離レンジに設定していた。船長Ａは、Ｂ船の汽笛吹鳴は聞

こえていなかった。 

船長Ｂは、横浜港から袖ケ浦港まで航行する際、横浜航路を出航し

た後に袖ケ浦港に向かうように航行しなければならないことを知って

いたが、長年の慣れから横浜航路の途中から左転してＹ１錨地の停泊

船の間を航行するようになったと思った。 

船長Ｂは、本事故当時、Ａ船の船型は神奈川県扇島施設のあかりを

背景にしてはっきり見えていた。 

船長Ｂは、衝突の危険を感じた際、右舷船首方に別の錨泊船がお

り、右舷方に避航することができなかったので、早めに大幅に減速し

ていれば良かったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、鶴見航路を南南東進中、船長Ａが、鶴見航路出口の南方錨

地に大型船が錨泊しているのを視認し、また、京浜港横浜区からの出

                             
1
 「汽艇等」とは、汽艇（総トン数２０トン未満の汽船をいう。）、はしけ及び端舟その他ろかいのみを

もって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶をいう。 
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港船はないと思い込み、本件錨泊船の間を抜けて根岸沖に向けようと

鶴見航路の途中から右転した後、根岸沖錨地付近の浅所を調べようと

船橋左舷後方にある海図台の海図で確認しながら南進を続けたことか

ら、Ｂ船押船列と接近する状況に気付くのが遅れ、Ｃ船と衝突したも

のと考えられる。 

船長Ａは、鶴見航路を航行中、レーダー１台を５～６Ｍのレンジと

するとレーダー偽像が現れて目標が探知できないと考え、２基のレー

ダーを０.７５及び１Ｍの近距離に設定していたことから、鶴見航路

内から横浜航路内の途中から左転して別の錨泊船に接近しながら東進

していたＢ船押船列を認めることは困難であったものと考えられる。 

 Ｂ船押船列は、１７時０６分ごろ、大黒ふ頭南東方沖を東進中、船

長Ｂが、左舷船首方にＡ船を認めた際、Ａ船が船腹を見せており鶴見

航路に沿って出入口まで航行すると思い、別の錨泊船の船首方に接近

しながら東進を続けたことから、Ａ船に接近していることに気付くの

が遅れ、Ａ船とＣ船が衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、袖ケ浦港に向け横浜航路を出航する際は、横浜航路の出

口を出た後に袖ケ浦港に向かうように航行しなければならないもの

の、Ｙ１錨地を抜けて航行することに慣れが生じていたことから、横

浜航路の途中から左転してＹ１錨地の錨泊船の間を東進しようとした

ものと考えられる。  

原因  本事故は、日没後の薄明時、大型の錨泊船等で船舶交通が輻輳
ふくそう

する

大黒ふ頭南東方沖において、Ａ船が鶴見航路を南南東進中、Ｂ船押船

列が横浜航路を南東進中、船長Ａが、本件錨泊船の間を抜けて根岸沖

に向けようと鶴見航路の途中から右転した後、船橋左舷後方にある海

図台の海図で避泊場所付近の浅所を確認しながら南進し、また、Ｙ１

錨地を横切ることに慣れが生じていた船長Ｂが、Ａ船はこのまま鶴見

航路に沿って出入口まで航行すると思い、横浜航路の途中から左転し

て別の錨泊船の船首方に接近しながら東進を続けたため、互いに接近

していることに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ₁社及びＡ₂社は、本事故後、管理船舶の船長及び乗組員に対し、

本事故の概要を周知するとともに、再発防止策として次の改善措置を

取った。 

・適切な航海計画を作成して実行し、航海三法に則り、航路を逸脱

せずに航行するよう指導した。 

 ・航海計器の適切な使用と海域の状況に応じ、レーダーのレンジを

適正に調整するよう指導した。 

 ・特定港内ではすぐに停船できる速力を維持し、常時安全な速力で

航行するよう指導した。 

 ・船舶が輻輳する海域においては、航行上の安全が確保できるま

で、当直要員を増員し、見張りを強化するよう指導するととも
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に、航海当直体制の再確認を行った。 

 Ａ₂社は、本事故後、次のとおり再発防止策を講じた。 

 ・Ａ₂社が運航する船舶が所属する船会社及び船主に対し、安全通

達文書の発行、航海三法遵守の再徹底周知及び再発防止に向けた

安全会議を開催し事故の概要の説明を行うとともに情報の共有を

図った。 

 船長Ａは、本事故後、次のとおり再発防止策を講じた。 

 ・船橋へ本事故に関係する注意喚起文書を掲示した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、船舶交通が輻輳する海域では多数の船舶が錨泊している

錨地を避けて航行すること。 

・船長は、出港までに目的地までのコースを定めておくこと。 

・船長は、特定港を出入航する際は、定められた航路を航行するこ

と。 

・船橋当直者は、航行中、特定の作業は行わず、その時の状況に応

じてレーダーを適宜使用し、常時、周囲の適切な見張りを行うこ

と。 

・船長は、衝突を避けるための動作をとる場合は、十分に余裕のあ

る時期に、大幅な減速及び転舵等をためらわずに行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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 付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、

船首から６５ｍ、船尾から１０ｍ、左舷から２ｍ、右舷から１０ｍであった。また、対地針路及

び船首方位は真方位である。 

 

 

 写真１ Ａ船 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真２ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船  位※  

対地針路※ 

（°） 

 

船首方位※ 

（°） 

 

対地速力 

（kn） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

17:06:00 35-27-32.9 139-42-30.5 152.1 159 11.0 

17:07:01 35-27-21.9 139-42-34.5 169.5 176 11.1 

17:08:02 35-27-10.7 139-42-35.1 178.5 176 11.2 

17:09:01 35-26-59.4 139-42-35.9 176.1 174 11.3 

17:10:01 35-26-48.6 139-42-37.0 176.1 175 9.8 

17:10:20 35-26-45.8 139-42-37.1 178.8 169 8.5 

17:10:29 35-26-44.9 139-42-37.0 188.0 146 6.2 

17:11:01 35-26-43.1 139-42-37.6 151.8 113 3.0 

船首部に凹損 

球状船首部に凹損 
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写真３ Ｂ船押船列（Ｂ船及びＣ船） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真４ Ｃ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左舷船尾部外板に亀裂を伴う凹損 

船首側 

船尾側 

Ｃ船 

Ｂ船 


